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　プラスチック製容器包装と
は、食料品や日用品の包装な
どに使われていて、中の商品
を出したり、使用したりした
後に、不用になるプラスチッ
ク製の入れ物や袋のことです。

このマークが目印です。
このマークが付いた、
汚れがないプラスチッ
クを資源として「プラ
マークの日」に回収し
ます。

　ごみや資源を自分で集積所に出せ
ない高齢者などに対して、職員が玄
関先まで訪問して収集する「ふれあ

い収集」を実施しています。その際、
ご要望に応じて声掛けなどの安否確
認も行います。

　区では「プラマークの日」にプラス
チック製容器包装を資源として集積
所で回収しています。
　回収した資源は、土木建築用の資
器材や化学繊維、肥料の原料になる
薬品などにリサイクルされています。
　限りある資源を有効に活用するた

め、プラスチック製容器包装の回収
に一層のご協力をお願いします。
◎�事業所から出す場合は有料です。
必ず容量に応じた、区の「有料ご
み処理券」を貼って出してくださ
い。

　不用になったエアコン･テレビ･冷
蔵庫（冷凍庫などを含む）・洗濯機・
衣類乾燥機は家電リサイクル法によ
り、リサイクルすることが義務付け
られています。
　家電リサイクル法では、家電製品
の販売店に収集運搬の義務を、家電
メーカーなどにリサイクルの義務を

課し、家電製品を使った消費者（排
出者）がそのための費用を負担する
という役割分担により、再商品化な
どを行っています。
　廃棄物を減量するとともに、資源
の有効利用を推進するため、皆さん
のご協力をお願いします。

１新しく買い換える場合
　新たに購入する家電販売店に回収を依頼してください。
２単に廃棄する場合
　以前購入した家電販売店に回収を依頼してください。
３�製品を購入した販売店が遠方、廃業、不明の場合
　家電リサイクル受付センターへお申し込みください。
◎�１～３ともリサイクル料金・収集運搬料金が必要です。
◎�収集運搬料金は家電販売店や回収業者などにお問い合わせください。
◎�その他、自家用車などで家電の運搬が可能な方は、指定引き取り場所に持
ち込むこともできます（収集運搬料金が不要です）。
逢・家電リサイクル受付センター
　☎（５２９６）７２００
　�（受け付けは日曜日、年末年始を除く午前８時～午後５時）
・�各メーカーのリサイクル料金および指定引き取り場所について
　�（一財）家電製品協会　家電リサイクル券センター
　☎０１２０（３１９）６４０
　�（受け付けは日曜日、祝日・休日を除く午前９時～午後６時）
茜�（一財）家電製品協会　家電リサイクル券センター
　�https://www.rkc.aeha.or.jp/index.html

　集積所で収集している資源の中で、
新聞・雑誌・段ボール・飲料用紙パ
ック以外のリサイクルできる紙が
「雑紙」です。雑紙は、燃やすごみと
間違えて捨ててしまいがちですが、
分別して資源として出せば、新たな
製品に生まれ変わります。
雑紙の出し方
　資源の収集日に、クリップなどの
金属を外し、紙袋に入れて出してく
ださい（中身が出てしまう恐れがあ
る場合は紙袋をひもで縛って出して
ください）。

雑紙として出せないもの
　コーティングされた紙（レシート
などの感熱紙やノーカーボン紙、写
真など）、香りの強い紙、油や食品
で汚れた紙などはリサイクルが困難
であるため、燃やすごみとして出し
てください。
雑紙の回収後
　区で収集した雑紙は資源化処理施
設において選別を行った後、トイレ
ットペーパーの芯、厚紙などに生ま
れ変わります。

　集積所で回収した燃やさないごみ
の資源化を行っています。水銀使用
製品および金属類はリサイクルし、
その他のガラス・陶磁器などは固形
燃料として有効利用しています。

　ごみの減量・有効利用のために、
正しい分別に一層のご協力をお願い
します。
逢中央清掃事務所清掃事業係
　☎（３５６２）１５２３

　区では「資源の日」にペットボトル
を集積所で回収しています。
　回収したペットボトルは衣料品や
再生ペットボトルの材料などにリサ
イクルされています。
　リサイクルを推進するため、ペッ

トボトルの適切な分別に一層のご協
力をお願いします。
◎�事業所から出す場合は有料です。
必ず袋の容量に応じた、区の「有
料ごみ処理券」を貼って出してく
ださい。

利用できる方
　ごみや資源を集積所（粗大ごみは
屋外）に運び出すことが困難で、身

ごみ・資源のふれあい収集
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ペットボトルなどの
ふた・ラベル

カップめん・ヨーグルト
などのカップ

果物のネット お菓子などの袋

軽く
すすいで

軽く
すすいで

シャンプー・洗剤
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　品目ごとに分けず、透明・半透明の袋にまとめて入れて、当日の午前８時まで
に集積所に出してください。

◎�封筒や箱に付いているビニールは取り除き、紙袋に入れて散らからないよ
うに出してください。

　透明・半透明の袋にまとめて入れて、当日の午前８時までに集積所に出してく
ださい。

・�軽くすすぐか、紙などで拭き取って、汚れを落としてください。
汚れが落ちないものは、「燃やすごみの日」に出してください。

・ペットボトル本体は、「資源の日」に出してください。
・袋に入れる際には、ごみ袋を二重にして出さないでください。

◎�汚れたものやプラスチック製容器包装でないものを出すと、資源にならず、
また処理費用も多くかかりますので、分別にご協力をお願いします。

注意

ペットボトルのキャップとラベルは、「プラマークの日」に出して
ください。
◎�キャップやラベルを外していないものや汚れたペットボトルが
あると、適正にリサイクルすることができません。リサイクル
を意識してキャップやラベルを外し、汚れをきちんと落とした
きれいなものを出しましょう。

注意

このマークが目印です。
このマークが付いたペットボトルを「資源
の日」に回収します。

ペットボトルは下図の手順で出してください。
①�キャップとラベル
を外す。

②�中身を空にして、
水洗いする。

④�透明・半透明の袋
に入れる。

③�押しつぶす。

ティッシュペーパー
の箱（ビニールはプ
ラマークへ）

パンフレットや
ポストに投函さ
れたチラシ

封筒・はがき（窓付
き封筒のセロハン
は燃やすごみへ）

包装紙 お菓子の箱 割り箸の袋

ラップの箱
（金属製カッターは
燃やさないごみへ）

たばこの箱（外装フィルム
はプラマーク、内側の銀
紙は燃やさないごみへ）

紙袋
（紙以外の部分
は取り除く）

トイレット
ペーパーや
ラップの芯

台紙値札・
商品タグ

雑紙の一例

　エアコン・テレビ（ブラウン管・液晶・プラズマ）・冷蔵庫（冷凍庫などを
含む）・洗濯機・衣類乾燥機は、家電リサイクル法の対象品目であるため、
区では収集できません。以下の方法でリサイクルをお願いします。

近な人の協力を得ることができない
65歳以上の高齢者や障害者などの世
帯
◎�粗大ごみは事前申し込みにより室
内から運び出し、収集を行います。

逢中央清掃事務所作業係
　☎（３５６２）１５２１

燃やさないごみを資源化しています


